
年 月 日

印

【留意事項の内容】

法 人 名

法人代表者職・氏名

　ターミナルケアマネジメント加算チェック表及び誓約書

ターミナルケアマネジメントを受けることに同意した利用者について、
24時間連絡できる体制を確保しており、かつ、必要に応じて指定居宅介
護支援を行うことができる体制を整備している。

下記に記載の留意事項の内容を理解し、当該通知内容に沿った加算サー
ビスの提供を行いますか。

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

事業所名 事業所番号

（１） ターミナルケアマネジメント加算については、在宅で死亡した利用者の死亡月に加算する
こととするが、利用者の居宅を最後に訪問した日の属する月と、利用者の死亡月が異なる場合に
は、死亡月に算定することとする。
（２） ターミナルケアマネジメント加算は、１人の利用者に対し、１か所の指定居宅介護支援事
業所に限り算定できる。なお、算定要件を満たす事業所が複数ある場合には、当該利用者が死亡日
又はそれに最も近い日に利用した指定居宅サービスを位置づけた居宅サービス計画を作成した事業
所がターミナルケアマネジメント加算を算定することとする。
（３） ターミナルケアマネジメントを受けることについて利用者が同意した時点以降は、次に掲
げる事項を支援経過として居宅サービス計画等に記録しなければならない。
① 終末期の利用者の心身又は家族の状況の変化や環境の変化及びこれらに対して居宅介護支援事
業者が行った支援についての記録
② 利用者への支援にあたり、主治の医師及び居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事
業者等と行った連絡調整に関する記録
（４） ターミナルケアマネジメントを受けている利用者が、死亡診断を目的として医療機関へ搬
送され、24時間以内に死亡が確認される場合等については、ターミナルケアマネジメント加算を算
定することができるものとする。特定事業所加算算定事業所は、質の高いケアマネジメントを実施
する事業所として、地域における居宅介護支援事業所のケアマネジメントの質の向上を牽引する立
場にあることから、同一法人内に留まらず、他の法人が運営する事業所の職員も参画した事例検討
会等の取組を、自ら率先して実施していかなければならない。なお、事例検討会等の内容、実施時
期、共同で実施する他事業所等について、毎年度少なくとも次年度が始まるまでに次年度の計画を
定めなければならない。なお、年度の途中で加算取得の届出をする場合にあっては、当該届出を行
うまでに当該計画を策定すること。

　上記加算要件を満たさないことが明らかになった場合、すみやかに加算の届出を取り下げること
を誓います。


